
竜王峡キャンプ村管理運営業務仕様書 
 
１．業務内容 

指定管理者の行う基本的業務は、竜王峡キャンプ村のバンガロー、テントサイト、

あずまや及び駐車場利用料収受、貸し出し品及びシャワー使用料収受、利用の促進等

を含むキャンプ場全体の運営業務及び施設の点検、整備、清掃、利用の許可、制限等

の維持管理業務です。 
 
２．管理施設の名称及び範囲 
  キャンプ場名   竜王峡キャンプ村 
  所在地      直方市大字上頓野１８４番地の１ 
  面積       総面積 ６，８６５㎡（うち駐車場 ３，２８９㎡） 

竜王峡キャンプ村工作物一覧 
名  称 種   別 面積（㎡） 摘  要 

管 理 棟 木造平屋建て 36.50  
便 所 棟 〃 23.18  
お 宮 荘 〃 19.87  
観 竜 荘 〃 28.00  
林 荘 〃 10.29  
竜 王 荘 〃 10.83  
観 月 荘 〃 10.66  
天 岳 荘 〃 10.66  
白 竜 荘 〃 10.66  
丸 窓 荘 〃 10.66  
福 智 荘 〃 10.66  
炊 飯 場 （ 上 ） 〃 10.14  
炊 飯 場 （ 下 ） 〃 10.14  
４畳半バンガロー１号 〃 7.45  
４畳半バンガロー２号 〃 7.45  
４畳半バンガロー３号 〃 7.45  
４畳半バンガロー４号 〃 7.45  
４畳半バンガロー５号 〃 7.45  
４畳半バンガロー６号 〃 7.45  
４畳半バンガロー７号 〃 7.45  
４畳半バンガロー８号 〃 7.45  
４畳半バンガロー９号 〃 7.45  
４畳半バンガロー１０号 〃 7.45  
橋 （ た い こ 橋 ）    
駐 車 場  3,289 100 台 
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３．指定の期間 
  令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間とする。 
  なお、令和６年４月１日以降については、改めて指定管理者の指定手続きを行いま

す。 
 
４．管理運営業務 

  キャンプ村を利用しやすいようにサービスを向上させること。 
⑴ 施設の運営について 

  ア 利用料金の徴収 
利用料金を直方市竜王峡キャンプ村施設条例（以下「条例」という。）第７条

に基づき徴収すること。 
  イ 管理に要する経費 

本事業では、利用料金制（施設の利用に関する料金を指定管理者の収入とする

こと）を導入します。業務に要する経費は、市からの委託料、施設利用料金及び

施設内のその他の収入（貸し出し品使用料）で賄います。 
委託料については、前金払いで支払います。なお、支払いについては協定にて

定めます。 
  ウ 管理口座及び区分経理 

経費及び収入は、口座を設け管理すること。また、指定管理者としての業務に

係る経費とその他の業務に係る経費を区分し経理すること。 
⑵ 管理基準 
ア 開村期間 

条例第５条に基づき開村すること。ただし、指定管理者が市に承認を得た場合

は、この限りではありません。 
イ 利用料金の設定 

利用料金は、条例に定める範囲内で、指定管理者が市に承認を得て決定するこ

と。 
  ウ 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本事業を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、業務の一部について、あらかじめ市が認めた場合は、この限りでは

ありません。 
  エ 関係法令の等の遵守 

業務にあたっては、関係法令等を遵守すること。 
① 地方自治法 
② 竜王峡キャンプ村施設条例・同条例施行規則 
③ その他の関係法令 

  オ 個人情報の取り扱い 
指定管理者が施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取

り扱いに十分に留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管

理に努めること。 
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  カ 情報公開 
指定管理者が管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書（電子デー

タ・写真を含む。以下同じ。）で指定管理者が管理しているものの公開について

は、別途指定管理者が、情報公開の規程等を定めること。 
  キ 文書の管理・保管 

指定管理者が業務に伴い作成し、また、受領する文書は、直方市文書規程に準

じて、別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理・保存すること。また、

指定期間終了後には原則、市に引き渡すこと。 
  ク 守秘義務 

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏

らしたり、自己の利益のために使用するなど目的外に使用しないこと。指定管理

期間が終了した後も同様とすること。 
⑶ 一般事項 

  ア 拾得物・残置物の処理 
① 拾得物は、拾得物台帳を作成し、原則として所管警察署（直方警察署）に届

けること。 
② 残置された物で持ち主が不明であり、明らかに廃棄物と判断される物につい

ては、一定期間保管した後処分すること。 
③ 廃棄するものかどうか疑わしい場合は、市と協議すること。 

  イ 緊急対応体制の確立 
① 事故や災害時などに迅速かつ的確に情報を伝達するとともに、これらに対応

できる体制を確立すること。 
② 事故が発生した場合には、被害者の救済、保護などの応急措置を講じる他、

状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。 
③ 重大な事故については、直ちに書面で直方市に報告し指示をうけること。 

ウ 台風等で注意報・警報等が発令された場合等の災害対応 
① 台風等で注意報・警報が発令され荒天が予想される場合には、警戒体制をと

るとともに、事前に備品の固定・収納を行うこと。 
② 特に暴風雨警報等が発令された場合には、施設を閉鎖するなどの措置を講ず

ること。 
③ 荒天後は、村内を巡視し、災害の有無を点検し、重大な事故がある場合は、

速やかに市に被害状況報告を行うとともに二次災害を引き起こさないように

応急措置を行うこと。 
  エ 火災予防対策 

① 常に不時の火災に備えること。管理事務所は、夜間警備に万全を期すこと。

もし、火災等が発生したときには、利用者等の避難誘導等を行い、人命を最優

先するとともに、被害のあった場合には、応急処置をするとともに市に被害報

告を行うこと。 
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  オ 管理報告書 
毎月の業務内容（点検、修繕、清掃、その他維持管理作業、窓口運営等）、利

用状況や利用者対応など特記事項を記した管理報告書を作成すること。 
カ 帳簿等の備え付け書類 
① 事業実施報告書（月報） 
② 事業実績報告書（年報） 
③ 取得物台帳 
④ 備品台帳    他 

  キ リーフレット（パンフレット）・ポスター等の作成 
キャンプ村紹介、案内等に利用するためのリーフレット（パンフレット）・ポ

スターを作成すること。リーフレット（パンフレット）等には、問い合わせ先と

して指定管理者名及び連絡先を記入すること。 
  ク 既設案内看板等の改修 

施設内の既設案内看板等に指定管理者名、連絡先を書き込むこと。 
  ケ 現在加入している保険 
   ① 全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済保険 
 

５．維持管理業務 

  利用者が安心して施設を利用でき、快適かつ楽しく利用できるように常にこれらを

適正な状態に維持すること。 

⑴ 管理棟 
ア 開村前に施設内の点検及び清掃を行うこと。 
イ 閉村後は戸締りし万全を期すこと。 

 ⑶ 便所 
洗浄・清掃及び点検整備を行い、絶えず清潔に保つこと。 

 ⑷ 滝・河 
落ち葉、倒木等を定期的に清掃し、整備を行うこと。 

 ⑸ 照明灯 
   適時清掃及び点検を行うこと。 
⑹ 駐車場 

８時３０分～１７時まで開場すること。 
キャンプ村の利用を促進するためにイベント等を実施する場合、事前に市に通知

すること。 
 ⑺ その他 

ア 周辺施設を中心に清掃を行うこと。 
イ 村内及び施設の巡視点検、清掃（ゴミ拾い等）を行うこと。 
ウ 枯損植物、枯れ枝、支障枝は除去すること。 
エ 各種サイン、案内板などの板面清掃を行うこと。 
オ ベンチ等設置物の清掃を行うこと。 
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６．自主事業について 
 ⑴ イベント等の実施について 

キャンプ村利用を促進するため自主的にイベント等を実施するときは、事前に市

に通知すること。 
 

７．その他 

 ⑴ 施設修繕 

キャンプ村施設は、正常に保持し、適正な利用に供するように日常的な保守点検

を行い、必要に応じて部品の交換や施設補修・修繕を行うこと。 
 ⑵ ゴミの分別収集処分 

キャンプ村から発生したゴミは、燃えるゴミ、カン・ビン、燃えないゴミに分別

収集し、適正に処分すること。古紙については、再利用できるよう取りはからうこ

と。 
 ⑶ 用地の保全 

キャンプ村外周の境界杭や不法占用の有無等の状況を把握し、異常があった場合

は、速やかに市に報告すること。 
⑷ キャンプ村の安全確保・犯罪の防止 

キャンプ村の事故発生防止のため、安全点検の実施及び安全確保のための必要な

対応に努めることとし、もし、キャンプ村施設に起因する事故が発生した場合には、

同種事故の再発防止等を図るため、その状況等を調査の上、速やかに市に報告する

こと。 
また、最近の犯罪状況情勢を踏まえ、市、警察、指定管理者が連携した犯罪防止

への取り組みを行い、管理にあたり、犯罪の未然防止に努めること。 
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⑸ 市と指定管理者の負担区分 
  施設の修繕等に伴い発生する、費用の市と指定管理者との負担分担については、

次のとおりとする。 
 

種 

類 
項  目 

負担区分 
備       考 指定 

管理者 
市 

施
設
の
修
繕
等 

①建物・構築物等の増改築 〇 〇 
指定管理者が増改築を行った場合、所有権を放

棄する。 
②大規模修繕（駆体・基礎軸組

等） 
 〇 構造耐久上主要な部分については、市が行う。 

③その他の修繕 〇  
指定管理者が修繕を行った場合、将来にわたっ

て権利を主張しない。 
④災害等による施設等の修繕 〇 〇 ②、③の例による。 

備
品
の
新
設
等 

⑤備品の新設・増設又は取替え 〇  
撤去が可能な備品等については市と協議の上、

決定する。 

⑥備品の修繕 〇  

備品等の修繕は、本来の貸与年数を維持するた

めに定期的に支出される経費のため、指定管理

者が負担する。また、市が所有権を主張する備

品等については、指定管理者は将来にわたって

権利を主張しない。 

施
設
の
運
営 

⑦施設等の利用の承認及び利用

承認の取消し 
〇  

「直方市竜王峡キャンプ村施設条例」による。 
⑧利用者料金の収受・収納 〇  
⑨区域内の行為の許可、施設等

の目的外使用許可 
 〇 

地方自治法上、行政処分については指定管理者

は行えない。 

そ
の
他 

⑩施設等に係る保険加入  〇 建物に係る火災保険 
⑪管理者の故意又は過失により

利用者等損害を与えた場合 
〇  指定管理者は、善良な管理義務を負う。 

⑫指定管理者の期間が終了した

場合又は期間中途における業務

を廃止した場合における撤去費

用 

〇  
撤去が必要な備品等については、市と協議の上

決定する。 

 
⑹ 協議事項 

その他、当該仕様書で定める事項で疑義がある場合又は当該仕様書に定めの無い

事項について、業務運営に関するものは指定管理者の責任とすることを原則として、

市と指定管理者が協議の上決定するものとします。 
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（参考資料） 
 
年度別入園者状況及び収入状況 

年  度 入村者数（人） 
収  入（円） 

施設使用料 駐車場収入 合計 

２８年度 16,000 858,700 976,000 1,834,700 
２９年度 12,300 676,700 753,250 1,429,950 
３０年度 15,300 660,700 896,600 1,557,300 
３１年度 8,500 529,100 557,100 1,086,200 
２年度 0    
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関連計画 
 

 

●第 6 次直方市総合計画基礎調査報告書_改訂版 

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/library/kikaku/06sougoukeikaku/2

0200709kisochosa.pdf 

※人口、年齢別人口構成 P1 

 

●直方市観光基本計画 

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kanko/_4705/_10520.html 

※竜王峡キャンプ村に関するアンケート結果 P64 
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